
消費者志向自主宣言
フォローアップ活動報告 2022

一般社団法人 日本エステティック業協会

対象期間：2022年9月1日~2023年8月31日

2023年9月



理 念

➢ エステティックを通じ「美と健康」を人々に提
供し、社会に貢献することを目指します

➢ お客様の安心・安全を第一に高品質なサービス
を提供します

➢ エステティック産業の健全な成長を目指します

消費者志向自主宣言
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取組方針

➢ 情報の社内共有を進め、従業員が各種課題案件への対応を学ぶことによりお客様目

線での業務の改善へつなげます。

  この結果を、会員企業へのサービス向上に反映し、お客様・消費者への適切か

  つ迅速な対応ができるよう努めます。

➢ AEAエステティック相談センターにてお客様、消費者の声を聴き会員企業のサービ

ス改善に努めます。また、法令、条例、制度等の改定、及び衛生・安全指導等につ

いては、ホームページ、メールを通じ会員企業の方々に随時情報提供し、会員企業

のサービスにタイムリーに反映されるようにします。コンプライアンス委員会ホー

ムページにて消費者の方々にも提供いたします。

Ⅰ. みんなの声を聴き、かついかすこと
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取組方針

➢ 「健康経営」を実践し従業員が生き生きとして業務に取り組み、ワークライフバラ

ンスの充実を図り、従業員が業務を離れグローバルな視点で未来・次世代のことを

考え行動を起こせる組織を目指します。

➢ エステティックという業態を生かし女性が活躍できる職場作りを進め、持続的に成

長が図られる組織が実現できるよう支援していきます。

Ⅱ. 未来・次世代のために取り組むこと

出典：AEAコンセプトムービー「十年分の私へ」
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取組方針

➢ お客様にとり、より安心・安全で高品質なエステ

ティックサービスを提供するサロンづくりに努めると

いう基本方針を経営トップが明確に打ち出し、会員企

業および社内への浸透を図ります。

➢ 安心安全で信頼できるエステティックサロンを表彰す

る「優良サロン制度」の浸透を進め、お客様目線での

エステティックサロン選択の物差しとなるようにして

いきます。

➢ AEAエステティック相談センターへ寄せられた案件を

コンプライアンス委員会、理事会にて共有し、解決、

改善策を策定し会員企業へ周知徹底を図りサービスの

改善につなげます。また苦情、不当な広告表示等につ

いては全国の消費者関連行政団体へ定期的に情報提供

を行い、行政主導による業界の健全化に貢献します。

Ⅲ. 法令の遵守/コーポレートガバナンスの強化をすること

出典：AEA発行「マンガで分かる 優良サロン制度」
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主な取組内容と実績

AEAエステティック相談センターでは、エステティックに関する相談を受け付けています。

消費者や事業者、ならびに行政機関やマスコミ関係者などからのエステティック契約やサービスに関わるト

ラブルや疑問などに、専門資格を有した相談員より助言や情報提供を行っています。

受け付けました相談事例は、事務局内ならびに定例会議にて共有し、消費者問題などを含む重要案件につい

ては、対応策を協議し、ガイドラインやガイダンスの作成を行い、会員企業や消費者に対し注意喚起を行っ

ています。

また、毎年6月中旬には、相談受付内容を取りまとめた「年間相談報告書」を、関連行政機関をはじめ、国

民生活センターや全国の消費生活センター、消費者関連団体へ送付し、誰でも閲覧できるようAEAホーム

ページへ掲載しています。

▼掲載内容

 https://www.esthesite.jp/compliance/contract/#supportcenter

《ガイドライン》

• No.1表示（比較広告）ガイドライン

• 施術同意書ガイドライン

• 契約書面等の電磁的方法による提供について

AEAエステティック相談センターの活用

Ⅰ. みんなの声を聴き、かついかすこと
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主な取組内容と実績

AEAでは、従業員全員が自主的・能動的に業務の効率化や見直しな

どを考え、会員企業や消費者の方々へより良いサービスを提供でき

るよう、更なるエステティック業界の発展を目指しています。

各自の業務進捗状況や連絡事項などを発表する情報共有の場を

月に2回以上設け、従業員全員で積極的な意見交換をしています。

従業員の積極的対話や勉強会参加

Ⅰ. みんなの声を聴き、かついかすこと

また、エステティック業に関連する特定商取引法や消費者契約法、

景品表示法や薬機法などの専門知識の向上に必要な勉強会などへ

の参加も積極的に行っています。

各々が得た有益な情報や知識は、各委員会開催の勉強会やセミ

ナーのテーマとし、エステティック業界の発展に役立てています。

「JAROセミナー参加」

「事務局ミーティング」
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主な取組内容と実績

AEA教育委員会では、認定校の学生の皆さまを対象に、現役エステティシャンによる業界セミナーを定期的に

開催しています。

エステティック業界についての理解を深めていただくこと、

エステティシャンとしての心得や就職に向けてのアドバイス、

キャリアアップに結び付くスキルアップの方法など。

学生さんからの質疑応答などにフランクにお答えしています。

▼取組内容

https://www.esthesite.jp/about_admission/training/

エステティシャン教育に関する活動 ~ AEA認定エステティシャン養成制度 ~

毎年8月に試験官・認定講師勉強会、12月には認定校会議を開催し1年間の活動報告などを行っています。

認定校会議では、「エステティシャンの定着率を高める為の取り組み」と題し、教育委員会顧問よりエステ

ティシャンの育て方について講演。初の試みとして、認定校卒業生で現在会員企業勤務の1年目、3年目、6年

目の現役エステティシャンを迎え、パネルディスカッションを行いました。

試験官勉強会では、「口頭試問の構成を考える」と題し、グループディスカッションの場を設けたことにより、

具体的なイメージへと繋がり、新たな気づきや発見、見直しなどについて積極的な議論が行われました。

また、認定講師勉強会では、認定校在校生605名からのアンケ―ト結果を踏まえ、エステティック企業教育担

当者3名によるパネルディスカッションを行うなど。大変有意義な会議であったとのお声をいただきました。

「産学共同・産学連携」業界セミナー・勉強会実施

Ⅱ. 未来・次世代のために取り組むこと

8

業界セミナー 

https://www.esthesite.jp/about_admission/training/


主な取組内容と実績

エステティシャンという職業を中高生や保護者にも身近な存在として知ってもらうため、

関東経済産業局、千葉県教育委員会、千葉市教育委員会の後援をいただき開催しました。

美容サービスの中でも中高生が経験することの少ないエステティックサービス。

当日はエステティックに興味を持って学んでいただけるようエステティック業界についての説明や

パネルディスカッションなどの座学とは別に、現役エステティシャンによる施術体験やユニフォーム試着体験・

写真撮影などのプログラムを提供しました。

▼取組内容

https://www.esthesite.jp/topics/detail.html?id=103

中高生のためのキャリア教育イベント

「エステティシャン職業体験フェスタ」を開催

エステティック業界について説明

Ⅱ. 未来・次世代のために取り組むこと
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 エステティシャン8名によるパネルディスカッション

エステティシャンによる施術体験

https://www.esthesite.jp/topics/detail.html?id=103


主な取組内容と実績

霞が関の府省庁が連携し、施策に対する理解を深めてもらうことを目的とした「こども霞が関見学デー」

AEAは業界団体の一員としてこの取り組みに2018年から継続して出展協力しています。

4年振りの実地開催となった今回は、コロナ禍では不可能だった職場体験を意識した内容としました。

子どもたちにエステティシャンという職業に興味を持ってもらうこと、また、参加を通じて親子の触れ合いを深

めてもらうことを目的としています。

現役エステティシャンと一緒に行うフェイシャルやハンドケアの実習体験

実際にエステティシャンが着用するユニフォームの試着体験

▼取組内容

https://www.meti.go.jp/intro/kids/torikumi/kids2023.html

「経済産業省こどもデー」への出展協力

 出典：経済産業省「こどもデー」ホームページより

Ⅱ. 未来・次世代のために取り組むこと
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フェイシャル実習体験

https://www.meti.go.jp/intro/kids/torikumi/kids2023.html


主な取組内容と実績

AEAでは、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、働きやすい・働きがいのある職場が最も重要であると考え、

健康経営健康づくりへの取り組みを積極的に行っています。

従業員全員で始業前ストレッチや体操、ウォーキングイベントに参加するなど、運動促進を行っています。

メンタルヘルス研修の実施、健康づくりミーティングを毎月開催し、従業員の活力向上や生産性の向上、

さらには組織としての価値向上を目指しています。

会員企業の皆さまへは、健康経営について理解を深めていただきたく、

「健康経営ハンドブック*」を作成し配布させていただいた結果、

健康経営に取り組む会員企業も年々増えてきています。

取り組み企業：17社 / 取り組み検討企業：29社 

                                               2023年9月末現在

▼取組内容

https://www.esthesite.jp/compliance/health_management/

「健康経営優良法人2023」に認定されました

Ⅱ. 未来・次世代のために取り組むこと

出典：AEA発行「健康経営ハンドブック」
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https://www.esthesite.jp/compliance/health_management/


主な取組内容と実績

AEAでは「もったいないオフィスドットコム」を通じ、不要になっ

たオフィス家具などを無料で提供しています。

SDGｓへの取り組みや環境経営の一環として、リユースやリサイク

ルを活用し、資源循環型オフィス経営に協力しています。

オフィス家具などのリュース活用を通じ廃棄物軽減を目指す

資源利用効率の向上と環境に配慮した産業プロセスの改善を図る

業種・業態に関わらずパートナーシップでSDGｓへ貢献する

「もったいないオフィス家具 資源循環パートナー」への参加

Ⅱ. 未来・次世代のために取り組むこと

出典：「もったいないオフィスドットコム」より 提供したスチールラックとオフィスチェア
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主な取組内容と実績

AEA優良サロン制度の充実

AEAでは、エステティックを人々の健康と美を支えるサービス産業と捉え、消費者

の皆さまに安心・安全で高品質な サービスを提供することを最優先事項として取り

組んでおります。この目的を具体化する一つの施策として「優良サロン制度」を設

立しました。

優良サロン制度においては、従来の法令遵守、エステティシャン 教育に加え、従業

員のキャリア形成や労働環境の整備等の人への投資も審査の対象とし、これらによ

り安定した雇用環境の創出が図られ、サービスの質の向上にも繋がると考えていま

す。また、優良サロン認定を得ることに よって、消費者からの信用を得ると同時に、

消費者の皆さまにとっては、サロン選びの判断基準にもなります。

【 2023年9月末現在 認定企業：8社 440店舗 登録 】

Ⅲ. 法令の遵守/コーポレートガバナンスの強化をすること
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優良サロン制度は、経済産業省「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方*」を踏まえた業界自主ガイド

ラインとして登録されています。 2019年度より開始した本制度は4年目を迎えました。

 2022年2月には中立的立場の有識者、専門家を含む策定委員会を設立し、制度内容につき改訂を行い、審査に

おけるエビデンスの強化を図り、より充実したものとしました。 

＊ヘルスケアに関係する業界団体などが業界自主ガイドライン等を策定・改定する際に踏まえるべき指針

▼取組内容

https://www.esthesite.jp/aboutus/excellentsalon/

https://www.esthesite.jp/aboutus/excellentsalon/


主な取組内容と実績

AEAコンプライアンス委員会では、エステティックに関連する広範なコンプライアンス関連事案について消

費者目線で議論をしています。

活動内容は会員企業のみならず、エステティック産業に関係する事業者や従事者、エステティックサービス

を利用される消費者、エステティックに興味のある方にも参考となる情報として、AEAホームページ「コン

プライアンス委員会からのお知らせ」にて紹介しています。

《掲載事例》

• 不当な勧誘や契約から消費者を守る「消費者契約法」_消費者庁

• 改正特定商取引法の書面電子化に係るガイドラインの公表等について_消費者庁

• 18歳・19歳の消費者トラブルの状況-成年年齢引下げから1年-_国民生活センター

• 整骨院及びエステサロン等を経営する事業者に対する景品表示法に基づく措置命令_埼玉県

•正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止されています_厚生労働省

• セルフエステ、サブスクや解約でのトラブルが多数発生しています_東京都消費生活総合センター

• 霊感商法等による消費者被害の救済についての法改正_消費者庁

• チョット待って！それマルチ商法かも！？_消費者庁

•「心の健康づくり計画」をご存知ですか？_厚生労働省

▼取組内容

https://www.esthesite.jp/compliance/

消費者や事業者への情報提供

Ⅲ. 法令の遵守/コーポレートガバナンスの強化をすること
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主な取組内容と実績

エステティックサービスを提供するにあたり、知っておくべき特定商取引法などの法令について、会員なら

びにエステティック教育に携わる関係者向けに随時勉強会を行っています。

本年1月には、会員サポートの一環も兼ね行っている会員公式ホームページ「広告表示改善活動」より、エス

テティック広告表示に関わる法令について説明するとともに、問題の多かった広告表示事例を紹介。

6月には「エステティック業とは何か」を取り上げ、会員さまから関心が高かった特定商取引法について、契

約するにあたって必要な基本ルールを説明しました。

また、情報提供事案として、埼玉県が県内の大学・高校と連携し、授業の一環として行っている取り組み

「不当表示広告調査」についてご紹介しました。

《プログラム例》

• エステティック広告表示に関わる法令

• 不適切広告表示事例の紹介と問題点説明

• 特定商取引法「基本ルール編」

•学生からの問題表示報告事例

• AEAガイドラインについて

会員ならびに教育関係者向け勉強会の実施

Ⅲ. 法令の遵守/コーポレートガバナンスの強化をすること
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出典：「AEA作成：勉強会スライド」より



主な取組内容と実績

AEAではエステティックに関する法令セミナーなどを随時行っています。

消費者被害防止のために、近年問題とされている内容などの相談事例を踏まえながら、具体的にお話をさせ

ていただいております。

本年4月には「エステティックに関するトラブル事例と解決のための基礎知識 ～近年増加傾向にある相談を

もとに解説～」と題し、山口県消費生活センター主催の新任消費生活相談担当職員研修にて、1時間半AEAエ

ステティック相談センターへ寄せられました事例をもとに、エステティックサービスで用いる業務用機器や

相談者に対するアドバイス内容などについて、クイズを取り入れながらお話をさせていただきました。

今後も全国の消費生活センターなどからのご要望がありましたら、随時研修などを行う予定です。

《主な研修内容》

• AEAエステティック相談センターについて

• エステティック業とは

• エステティックサロンで提供する主な施術

• 主な相談内容

• 相談事例と回答・助言

• エステティック相談にあたって

消費生活センター 相談員向け研修会実施

Ⅲ. 法令の遵守/コーポレートガバナンスの強化をすること

16

出典：「AEA作成：研修スライド」より
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